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代表取締役社長 CE O   宮 澤  栄 一
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問合せ先
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株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携及び第三者割当により発行される 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社ウィズ・パートナーズ（以下「ウィズ・パー

トナーズ」といいます。）との間で「中国におけるゲームデバッグ事業」に関する業務提携を行うこと及びウィ

ズ･パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組

合を割当予定先とする第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。）による第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、本新株予約権付社債に付された新株予約権及び社債を、それ

ぞれ「本新株予約権」及び「本社債」といいます。）の募集発行、及び本新株予約権付社債の引受け及び業務提

携に関する投資契約（以下「本投資契約」といいます。）の締結を行うことについて決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

 

記 

 

I. 株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携 

1. 業務提携の理由 

当社グループは、日本国内を中心とした家庭用ゲームやモバイルゲーム等のエンターテインメント分野におけ

るゲームメーカーに対してデバッグ工程のアウトソーシングを促進することで、市場での存在感を高め確固たる

ポジションを確立するとともに、北米、韓国及びタイの海外子会社を通じ、海外のゲーム市場におけるデバッグ

ニーズの取り込みに注力し、成長余地の高いグローバル市場への展開を図って参りました。 

近年、グローバルゲーム市場の成長は著しく、その市場規模は平成 26 年の 836 億ドル(約 10 兆 1,200 億円) か

ら平成 30 年には 1,133 億ドル(約 13 兆 7,000 億円)にまで成長すると予測されております。※１ 

特に、中国においては、モバイルゲーム市場が驚異的な成長を継続し市場拡大の原動力となっており、さらに

平成 26 年１月より政府の規制が緩和され、据置型の家庭用ゲーム機の製造・販売が解禁されたことに伴い、平

成 26 年９月に「Xbox One」が、平成 27 年３月には「PlayStation®4 」が発売され、家庭用ゲーム市場のさらな

る拡大が見込まれており、平成 27 年には米国の市場規模を上回り、世界 大のゲーム市場になると予測されて

おります。※１ 

このため、当社グループでは中国におけるゲームデバッグ事業の展開及びその成長の可能性について調査する

とともに、事業パートナーの開拓を検討して参りました。 
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 このような状況のもと、ウィズ・パートナーズ及びその香港子会社である Whiz Partners Asia Ltd.（滙澤亞

洲投資有限公司）（以下「ウィズ・グループ」と総称します。）は、中国のゲームメーカーや大手ゲームパブリッ

シャーをはじめとした現地の有力企業と強固なネットワーク及びアジアでの事業展開支援において豊富な経験

と実績を有していることから、これまで当社グループとウィズ・グループは、中国におけるデバッグ事業の展開

について共同で技術面及び市場面における事業化に対する可能性や経済的な実現性の調査等、フィージビリテ

ィ・スタディを実施して参りました。 

 その結果、中国のユーザーのゲーム品質に対する要求水準の高まりや海外のゲームメーカーの中国市場への参

入を背景に、中国のゲームメーカーにおけるデバッグの重要性及びそのアウトソーシング需要の顕在化を確認す

ることができたため、当社グループは、独自に保有するデバッグに関する多様な知見と豊富な経験を活用するこ

とで、中国のゲーム市場における品質基準の確立及びそのビジネス形成を主導することができると判断し、中国

ゲーム市場への参入を決定いたしました。 

また、この中国ゲーム市場への参入にあたり、今後もウィズ・グループが持つ中国でのネットワークを活用す

ることが当社グループにとって事業進捗の進展に有益であり、さらにウィズ・パートナーズとは単なる業務上の

提携のみではなく、より強固な関係を築くことが適切であると判断いたしました。 

さらに、当社としては、「中国におけるゲームデバッグ事業」の進捗によって、事業に必要な資金額も影響を

受けることから、ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ・アジア・エボリューション・ファン

ド投資事業有限責任組合（以下「割当予定先」といいます。）に対して、償還が可能な本新株予約権付社債の発

行による本第三者割当を実施することが、ウィズ・パートナーズとの強固な関係性の構築及び事業進捗に合わせ

た機動的な資金ニーズに対応した調達方法としても合理的であると考え、今回の調達方法を選択するに至りまし

た。 

本第三者割当を通じて「中国におけるゲームデバッグ事業」を推進・加速することにより中長期的な企業価値

向上を図る方針であり、従って本第三者割当は株主の皆様をはじめとするステークホルダー各位の利益に資する

良の選択であると考えております。 

 
※１: 2015 Global Games Market Report by market research and predictive analytics firm Newzoo 

 

 
2. 業務提携の内容等 

当社グループはゲーム市場のさらなる拡大が期待される中国市場において、ウィズ・グループが有している

海外ネットワークを活用し、「中国におけるゲームデバッグ事業」に関する事業展開を推進・加速させること

を目指しております。具体的には、中国における幅広いネットワークを有しており、またアジアでの事業展開

支援において豊富な経験と実績を有しているウィズ・グループより、事業進捗にあわせて２年から３年を目処

に、当社グループによる資本参加をも含めた協業先の発掘、当社グループと中国現地企業とのジョイントベン

チャーの設立等に関しての支援、また中国におけるゲームデバッグ事業の推進のための受注拡大にかかる活動

に関しても積極的に支援を受けることで、収益力及び事業基盤の強化を目指しております。 

一方、ウィズ・グループは、当社との業務提携によって、当社が推進する事業提携や事業活動等に関連して

発生する投資機会を新たに発掘または確保し、同社の投資事業を促進・拡大することを目指しています。 
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3. 業務提携の相手先の概要 

（１） 名 称 株式会社ウィズ・パートナーズ 

（２） 所 在 地 東京都港区愛宕二丁目５番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役ＣＥＯ 安東 俊夫 

（４） 事 業 内 容

１.国内外のライフサイエンス（バイオテクノロジー）分野・IT（情

報通信）分野などを中心とした企業に対する投資・育成 

２.投資事業組合の設立及び投資事業組合財産の管理・運用 

３.経営全般に関するコンサルティング 

４.第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業 

（５） 資 本 金 １億円 

（６） 設 立 年 月 日 平成 15 年５月１日 

（７） 大株主及び持株比率

１． 9.17％ 松村 淳 

２． 9.15％ 東海東京インベストメント株式会社 

  81.68％ その他 25 名 

（８） 
上場会社と当該会社

と の 間 の 関 係

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

関 連 当 事 者 へ の

該 当 状 況
該当事項はありません。 

（９） 当該会社の 近３年間の経営成績及び財政状態 (単体) 

決算期 平成 25 年３月期 平成 26 年３月期 平成 27 年３月期 

 純 資 産 3,179 百万円 2,890 百万円 2,889 百万円

 総 資 産 4,312 百万円 3,543 百万円 3,499 百万円

 １ 株 当 た り 純 資 産 529,868.58 円 679,119.87 円 740,393.85 円

 売 上 高 1,490 百万円 2,008 百万円 1,800 百万円

 営 業 利 益 728 百万円 1,025 百万円 1,025 百万円

 経 常 利 益 740 百万円 1,027 百万円 255 百万円

 当 期 純 利 益 677 百万円 973 百万円 181 百万円

 １ 株 当 たり 当 期 純利 益 112,833.36 円 194,838.62 円 48,606.64 円

 １ 株 当 た り 配 当 金 0円 0円 0円

 

4. 日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 平成 28 年５月 13 日 

（２） 契 約 締 結 日 平成 28 年５月 13 日 

（３） 事 業 開 始 日 平成 28 年６月１日（予定） 

 

5．今後の見通し 

 本業務提携による影響は、その効果が中長期的に及ぶものであり平成 29 年３月期にはすぐに効果が表れな

いため、平成 28 年５月 13 日付決算短信において公表した平成 29 年３月期の通期連結業績予想は変更ありま

せん。 
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Ⅱ. 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集 

1. 募集の概要 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

(1)払込期日 平成 28 年５月 30 日 

(2)新株予約権の総数 40 個 

(3)社債及び新株予約権の発行価額 本社債の発行価額は 25,430 千円（額面 100 円につき 100 円） 

第 1回新株予約権付社債に付された新株予約権の発行価額は無償 

(4)当該発行による潜在株式数 40 万株 

(5)資金調達の額 1,017,200,000 円 

(6)転換価額 2,543 円 

(7)募集又は割当方法（割当予定先） 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 

ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合

1,017,200,000 円 

(8)利率 本社債には利息を付しません。 

(9)その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としま

す。本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要しま

す 。 

 

2. 募集の目的及び理由 

本第三者割当は、前記「I．株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携 1．業務提携の理由」に記載のとお

り、ウィズ・パートナーズと業務提携を行い、「中国におけるゲームデバッグ事業」の拡大を目指すにあたり、

ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責

任組合に新株予約権付社債を割り当てることで、当社グループの「中国におけるゲームデバッグ事業」に対し、

ウィズ・パートナーズからより積極的かつ具体的な支援を得ること、並びに「中国におけるゲームデバッグ事業」

の各種施策に必要な協業企業の発掘及び資本参加を含む提携・ジョイントベンチャーの設立・Ｍ＆Ａ等のための

費用の一部を確保することを目的としております。 

本第三者割当を行うことについては、下記の点を検討いたしました。 

(1) 他の資金調達方法と比較した場合の特徴 

① 第三者割当の方法による新株式の発行により資金調達を行う場合、一度に新株式を発行して資金調達を

完了させることができる反面、１株当たりの利益の希薄化が一度に発生して新株予約権又は新株予約権

付社債の発行と比べて株価への影響が大きくなる可能性が考えられます。一方、転換社債型新株予約権

付社債による資金調達手法は、希薄化懸念は相対的に抑制され、株価への影響の軽減が期待されます。

また、割当予定先との資本関係が固定的な株式よりも、繰上償還条項のある本新株予約権付社債はより

柔軟性がありメリットがあると考えております。 

② 新株予約権だけに限定した資金調達の場合は、権利行使の状況に応じて一度に希薄化が起こることを避け

ることはできますが、割当予定先及びウィズ・パートナーズから「中国におけるゲームデバッグ事業」に

対する積極的な支援を受けるため、当初より資本関係に準ずる関係を構築するよう発行総額の拠出を受け

る本新株予約権付社債を選択しました。 

(2) 当社のニーズに応じ、配慮した点 

① 株価への影響の軽減 

 転換価額は、割当予定先との協議の結果、平成 28 年５月 12 日の株式会社東京証券取引所（以下「東京

証券取引所」といいます。）市場一部における当社普通株式の普通取引の終値の 100％である 2,543 円に
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決定しており、その後の修正は行われない仕組みとなっています。当該転換価額の決定については、当

社グループの業績動向、財務状況、株価動向等を勘案し、ウィズ・パートナーズと協議した上で総合的

に判断いたしました。 

 本第三者割当は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであり、株価の動向等を踏まえた本新

株予約権の行使により随時株式が交付されることになるため、一度に調達予定総額に相当する新株が発

行される新株発行の場合とは異なり、株式需給が急速に変化することによる株価への大きな影響を回避

できます。 

② 希薄化の抑制 

 事業進捗に合わせた資本関係構築のため、本新株予約権付社債については、発行日より起算して２年を

経過するまでは、発行数量の 80％を超える部分の転換については、当社の事前の承認を必要とするとし

ており、一定の希薄化の抑制ができると考えられます。 

 さらに、上記のとおり、当初の想定以上の希薄化が生じることはなく、逆に、株価の上昇局面において

は本新株予約権の円滑な行使が期待され、既存株主の利益に過度な影響が及ばない形での資金調達を実

現することが可能になります。 

③ 資本政策の柔軟性 

 平成 30 年５月 30 日以降は、当社の資金繰り、ウィズ・パートナーズとの「中国におけるゲームデバッ

グ事業」における協業の見直し等の状況に応じて、当社の判断により残存している本新株予約権付社債

の全部または一部を繰上償還することが可能であり、資本政策の柔軟性を一定程度確保できます。 

(3) その他配慮した点 

本新株予約権付社債については、その特性上、当初は本社債の元本部分の払込みが行われ、資金調達

が実現できますが、本社債権者が本新株予約権を行使しない場合は、 終的には当社は社債元本を償還

する義務を負い、当該償還のための資金の調達を行う必要があります。ただし、株価が転換価額の 150％

を超えて上昇した場合には、本投資契約に基づき、当社が割当予定先に対して本新株予約権の一部につ

いて行使させることができることとなっており、かかる条項が設けられていない場合と比較して、社債

の株式（資本勘定）への転換が進み、将来の償還金額が減少するとともに、負債が削減され、自己資本

の強化が可能になりやすい設計になっています。 

(4) 本投資契約の内容 

 本投資契約には、以下の内容の条項が含まれております。 

① 当社は、平成 30 年５月 30 日以降、本新株予約権の行使期間における 終営業日から２営業日前までの期

間いつでも、ウィズ・パートナーズに対して、行使指示日（以下に定義する。）に先立つ 10 連続取引日（行

使指示日を含み、終値のない日が当該期間内にあった場合には、当該日を除いた 10 取引日。以下同じ。）

の東京証券取引所における当社の普通株式の終値が、行使指示日に適用のある本新株予約権の転換価額の

150％を超過した場合、累積で本新株予約権８個（元本総額 203,440 千円、新株予約権の目的となる株式

８万株。）を上限として、本新株予約権の行使を書面による通知をもって指示することができ、ウィズ・

パートナーズは、当社の指示に応じて、かかる指示のあった日（以下「行使指示日」という。）から２営

業日以内に割当予定先をしてかかる行使を行わせなければならない。但し、ある行使指示日において、当

社が行使を指示することのできる新株予約権の個数は、いかなる場合も、行使指示日に先立つ 10 連続取

引日の東京証券取引所における当社の普通株式の１日平均出来高の 20％に相当する個数を超えないもの

とする。 

② 上記①の定めにかかわらず、当社は、(i)割当予定先が別途本新株予約権の行使を請求した日から 20 営業

日以内の期間、(ⅱ)上記①に従い当社の指示により割当予定先が本新株予約権の行使を請求した日から 20

営業日以内の期間、及び(ⅲ)ウィズ・パートナーズ又は割当予定先が当社の公開していない重要事実（金
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融商品取引法第 166 条第２項に定める重要事実をいう。以下同じ。）又は重要情報取得通知（ウィズ・パ

ートナーズが当社の未公表の重要事実又は重要事実に該当するおそれのある情報を取得した場合に、ウィ

ズ・パートナーズがかかる情報及びその受領日につき当社に対し通知する書面をいう。）に記載された情

報を保有している期間（かかる情報が重要事実に該当しない旨を当社がウィズ・パートナーズに対し書面

をもって説明した場合、又はかかる情報を当社が金融商品取引法第 166 条第４項及び金融商品取引法施行

令第 30 条の規定に従い公表した場合を除く。）は、ウィズ・パートナーズに対する本新株予約権の行使指

示を行うことができない 

③ 当社は、本投資契約締結日以降、本新株予約権付社債の払込期日から割当予定先が本新株予約権付社債の

全部又は一部を保有している期間において、以下の各号のいずれかに該当する場合で、株式(種類を問わ

ない。)又は新株予約権(目的である株式の種類を問わず、社債に付されたものを含む。)の発行を決定し

ようとする場合には(当社又は当社の子会社若しくは関連会社の役員又は職員に対して発行するストック

オプションとしての新株予約権を除く)、事前に、ウィズ・パートナーズとの間で協議を行い、かつ、ウ

ィズ・パートナーズの書面による承認を得なければならない。但し、①当社又は当社の子会社とライセン

ス、共同開発その他の提携契約を締結する会社が当社に対し追加投資を希望する場合、②その他当社とウ

ィズ・パートナーズが合意した場合はこの限りではない。 

i. ウィズ・パートナーズが当社に対し追加の投資（以下「追加投資」という。）を提案しそれを撤回して

いない場合に、第三者から当社に対する投資（以下「第三者投資」という。）の提案がある場合で、追

加投資におけるウィズ・パートナーズ又は割当予定先にとっての条件よりも第三者投資における第三者

にとっての条件が有利であるとウィズ・パートナーズが判断しかつ以下のいずれかに該当するとき 

a. 第三者投資における株式の発行価格、新株予約権付社債の転換価額、又は新株予約権の行使価額が追

加投資におけるそれらに比して低いこと 

b. 第三者投資における投資対象が担保付新株予約権付社債であること 

ii. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等（企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第８項に定め

る「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」をいう。）を発行するとき 

④ 繰上償還に関する合意事項 

 i ウィズ・パートナーズ及び割当予定先は、別紙発行要項 16.(3)の規定にかかわらず、本新株予約権付社債

の払込期日以降、平成 30 年５月 29 日まで（当日を含む。）の間は、(i)以下の a.ないし d.及び f.ないし

i.のいずれかの事項が決定若しくは承認された場合、又は(ii)以下の e.の事項が発生した場合に限って、

当社に対し同項の規定に基づく本新株予約権付社債の繰上償還の請求を行うことができるものとする。 

a.当社、株式会社デジタルハーツ及び株式会社フレイムハーツ(総称して、以下｢当社等｣という。)の事

業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は譲受け 

b.当社等の解散又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくはその

他の倒産手続開始の申立て 

c.当社の普通株式の上場廃止又はその決定 

d.当社等が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社等が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承

認の議案又は当社等が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社等の株

主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認された場合 

e.当社による本投資契約の重大な違反 

f.当社の普通株式に関する公開買付けに関するウィズ・パートナーズの事前承諾のない当社の意見表明 

g.当社の自己株式の取得(公開買付けによるものを含む。)の決定 

h.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行を決定した場合 

i.当社又は当社の子会社若しくは関連会社の役職員に報酬として割り当て又は交付される場合以外の
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新株予約権、新株予約権付社債、株式等の発行を当社が決定した場合 

ii 平成 30 年５月 30 日以降、いつでも、ウィズ・パートナーズは当社に対して書面をもって通知することに

より、割当予定先が保有する残存する本新株予約権付社債の全部又は一部を、別紙発行要項 16．(3)の規

定に基づき繰上償還するよう当社に請求することができる。 

 

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

(1) 調達する資金の額 

①  払込金額の総額(円) 1,017,200,000 円 

②  発行諸費用の概算額(円) 10,000,000 円 

③   差引手取概算額(円) 1,007,200,000 円 

（注）発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士報酬費用、本新株予約権付社債算定評価報酬費用、反社会的勢力との関連性に

関する第三者調査機関報酬費用、有価証券届出書作成費用、及び変更登記費用等が含まれます。 

 

(2) 調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途 
金額 

（百万円） 
支出予定時期 

中国におけるゲームデバッグ事業投資資金 400 百万円 平成 28 年６月～平成 31 年５月 

中国事業に係るＭ＆Ａ資金 607 百万円 平成 28 年６月～平成 31 年５月 

 （注）１．本第三者割当で調達する資金の具体的使途としましては、以下を予定しております。 

① 中国におけるゲームデバッグ事業投資資金 

これまで、当社グループは、主力事業のデバッグ事業に関して、中国をはじめとする海外におけるデ

バッグ事業のさらなる拡大を目指すべく、中国の大手ゲームパブリッシャーやゲームメーカーをはじめ

とした現地の有力企業と強固なネットワーク及びアジアでの事業展開支援において豊富な経験と実績

を有しているウィズ・グループと共同で中国におけるゲームデバッグ事業に関する事業化に対する可能

性の調査を実施して参りました。 

その結果、中国のユーザーのゲーム品質に対する要求水準の高まりや海外のゲームメーカーの中国市

場への参入を背景に、中国のゲームメーカーにおけるデバッグの重要性及びそのアウトソーシング需要

の顕在化を確認することができたため、中国市場への参入を決定するとともに、今後もウィズ・グルー

プが持つ海外ネットワークを活用することが当社グループにとって有益であると判断し、平成 28 年５

月 13 日をもってウィズ・パートナーズとの業務提携及び中国におけるゲームデバッグ事業の開始を決

定するに至りました。 

また、あわせて、より強固な関係を築くためウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ・

アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合への本新株予約権付社債の第三者割当も決

定いたしました。 

今回の業務提携により、当社グループは、ウィズ・グループからの「中国におけるゲームデバッグ事

業」に対する積極的な支援を受けながら、中国におけるゲームデバッグ事業を開始し、推進する予定で

あり、中国への事業投資資金は、中国市場におけるゲームデバッグ事業展開を加速させるための中国現

地企業である人材供給等の可能な協業先の発掘及び資本参加を含む提携等の現地での事業運転資金費

用 400 百万円を予定しております。 

 

② 中国事業に係るＭ＆Ａ資金 

当社グループでは、主力事業のデバッグ事業を中心に、グループ全体の知見・ノウハウを結集し、事

業及び地域の垣根を越えた知的・技術的連携によるシナジー効果を期待できる企業に対して、Ｍ＆Ａの

手法を積極的に活用して参りました。この度の業務提携によって、中国におけるゲームデバッグ事業の
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成長をより加速させる必要性から、機動的なＭ＆Ａを行うための資金の一部として 607 百万円を支出す

ることを見込んでいます。 

当社グループでは、これまでも国内で売上高 450 百万円から 1,500 百万円の企業を対象としてＭ＆Ａ

を実施して参りましたが、今後の中国におけるゲームデバッグ事業の成長をより加速させるために、今

後３年間にわたり、当社グループの事業とシナジー効果が見込まれる中国におけるエンターテイメント

事業等を行っている事業体を対象とし、売上高 2,000 百万円から 5,000 百万円規模の企業の支配権等を

獲得することを前提に、上記の 607 百万円をＭ＆Ａ資金の一部に充当する予定です。当該資金使途の算

定においては、想定される投資対象企業の発行済株式のうち、議決権比率で 大で 100％取得すること

を前提にしております。なお、調達した資金で不足する場合は、金融機関からの借入等を併用するなど、

資本政策等を総合的に勘案しながら資金調達を実行する予定です。 

上記支出予定時期については、当面の見込みを記載しております。上記支出予定時期までに当社が満

足する条件の案件が現れない場合には、一部を借入金の返済に充当することもありますが、原則として、

引き続き新たな案件の探索、検討を行い、上記支出予定時期以降においても、Ｍ＆Ａに関わる費用に充

当する考えでおります。その場合には、適時適切に開示いたします。 

 

２．上記使途の調達資金を実際に支出するまでは、当該資金は銀行預金等の安全な運用方法で管理い 

たします。 

なお、当社が当初想定していた、中国におけるゲームデバッグ事業等の進捗と実際の進捗との間に乖

離が生じた場合には、中国におけるデバッグ事業等からの撤退をする可能性があり、その場合には上記

使途予定の調達資金を早期に償還する可能性があります。 

 

 

4. 資金使途の合理性に関する考え方 

本第三者割当は、ウィズ・グループからの「中国におけるゲームデバッグ事業」に対する積極的な支援を得る

とともに、「新規事業等の創造と発展」等の各種施策に必要な協業企業の発掘・Ｍ＆Ａを含む資本参加等ための

費用の一部を確保することを目的としたものです。本第三者割当による調達資金によって「中国におけるゲーム

デバッグ事業」及び「新規事業等の創造と発展」を推進・加速することにより、将来に向けて事業の拡大、収益

向上及び財務基盤の強化を図ることが可能となります。既存株主に対しても希薄化等の影響はありますが、これ

により中長期的な企業価値の向上に資するものであるため、当資金使途は合理的であると判断しております。 

 

5. 発行条件の合理性 

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

 本新株予約権付社債の転換価額につきましては、ウィズ・パートナーズとの間での協議を経て、本第三者割

当に係る取締役会決議の日（以下「発行決議日」といいます。）の前取引日である平成 28 年５月 12 日の東京

証券取引所市場一部における当社普通株式の普通取引の終値の 2,543 円を参考として、同額の 2,543 円（ディ

スカウント率 0％）といたしました。 

 転換価額の算定方法について、発行決議日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値2,543円を基準といたしましたのは、過去の特定期間における終値平均値にあってはその時々の経済情勢、

株式市場を取り巻く環境、当社の経営・業績動向など様々な要因により株価が形成されていることから、過去

１ヶ月平均、３ヶ月平均、６ヶ月平均といった過去の特定期間の終値平均を参考とするよりも、平成 28 年２

月５日付「平成 28 年３月期第３四半期決算短信」において公表した直近の四半期末の財務状況を踏まえて形

成されていると考えられる取締役会決議日の前取引日終値を参考とすることが、当社の発行決議時点における

株式価値をより適正に反映していると判断したためであります。 
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 参考までに、本新株予約権付社債の転換価額は、発行決議日の前取引日を基準とした過去６ヵ月間の当社普

通株式の普通取引の終値の平均株価 2,241 円に対し 13.5％のプレミアム、過去３ヵ月間の当社普通株式の普通

取引の終値の平均株価 2,229 円に対し 14.1％のプレミアム、また、過去１ヵ月間の当社普通株式の普通取引の

終値の平均株価 2,460 円に対し 3.4％のプレミアムとなっております。 

当社は、本新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正を期すため、独立した第三者機関である

株式会社プルータス・コンサルティング（東京都千代田区霞が関３丁目２番５号、代表取締役社長 野口真人）

に対して価値算定を依頼し、一定の前提、すなわち、株価 2,543 円（発行決議日の前取引日の終値）、配当利

回り（0.75％）、権利行使期間（５年間）、無リスク利子率（△0.241％）、株価変動性（45.08％）、当社及び割

当予定先の行動として合理的に想定される仮定（当社の行動：本新株予約権の行使指示が可能な場合、随時行

使指示するものとする。ただし、一度に行う行使指示は１回当たり本新株予約権１個（25,430 千円）とする。

本新株予約権付社債の償還期限において残存する本新株予約権付社債がある場合は、100 円につき 100 円で

償還するものとする。繰上げ早期償還条項については、原則として繰上げ早期償還は行わないものとする。割

当予定先の行動：割当先は、割当先の判断において適宜権利行使を行うものとし発行後２年間については、32 

個以上は転換しないものとする。ただし、１度に行う権利行使の数は、１回あたり１個（25,430 千円）分とし、

行使した株式数を全て売却した後、次の権利行使を行うものとする。また、売却する株式数は、市場への影響

を鑑み、平均売買出来高の約５％を目処として売却するものとする。また買取請求（プットオプション）につ

いては、対象新株予約権付社債の発行後２年後以降株価が当初株価の 10％以下になった場合行使するものとす

る。）、その他発行条件及びウィズ・パートナーズとの間で締結する本投資契約に定められた諸条件の下、一般

的な株式オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定しており

ます。 

 その上で、当社は、本新株予約権付社債の実質的な対価（額面 100 円当たり金 100 円）と株式会社プルータ

スコンサルティングの算定した公正価値（額面 100 円当たり 98 円 82 銭）を比較した上で、実質的な対価が公

正価値を下回る水準ではなく、本新株予約権付社債の発行が特に有利な条件に該当しないと判断いたしました。 

 また、当社監査役全員（社外監査役３名を含む。）は、以下の各点に鑑み、本新株予約権付社債の発行条件

が特に有利な金額には該当しないと判断しております。 

 本新株予約権付社債の公正価値の算定においては、新株予約権付社債の発行実務及びこれらに関連する財

務問題に関する知識・経験が必要であると考えられ、株式会社プルータス・コンサルティングがかかる専

門知識・経験を有すると認められること。 

 株式会社プルータス・コンサルティングは当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から独立していると認

められること。 

 株式会社プルータス・コンサルティングは、一定の条件（株価、権利行使期間、無リスク利子率、株価変

動性、当社及び割当予定先の行動として合理的に想定される仮定、平均売買出来高、割引率、その他本新

株予約権付社債の発行条件及び割当予定先との間で締結する予定の契約に定められた諸条件）の下、一般

的な株式オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定して

いること。 

 上記の三点から、株式会社プルータス・コンサルティングによる価値算定に依拠することに問題がないと

考えられること。 

 本第三者割当の決議を行った取締役会において、株式会社プルータス・コンサルティングの意見を参考に

しつつ、本第三者割当担当取締役による説明を踏まえて検討が行われていること。 

 

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権付社債に付された新株予約権が全て行使された場合に発行される予定の株式数は400,000株で
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あります。これにより平成 28 年３月 31 日現在の発行済株式総数 11,945,400 株（総議決権数 111,854 個）に

対して、 大で 3.35％（議決権比率 3.58％）の割合で希薄化が生じます。しかし、長期かつ安定的な投資資

金を調達し財務基盤を強化しつつ、ウィズ・パートナーズとの事業提携の下、「Ⅱ．第三者割当による第１回

無担保転換社債型新株予約権付社債の募集 3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載のとおりの

使途に充当することにより、当社の「中国におけるゲームデバッグ事業」を推進することを目的とする今回の

第三者割当による本新株予約権付社債 1,017 百万円の募集は、当社の企業価値及び株式価値の向上に資するた

め発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると考えております。 

 

6. 割当予定先の選定理由等 

(1) 割当予定先の概要 

名 称 ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合 

所 在 地 東京都港区愛宕二丁目５番１号  

設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成 10 年法律第 90 号、その後の改
正を含む。) 

組 成 目 的 日本を中心とするアジアにおいて、成長性の高い未公開及び公開企業に対し
て投資を行い、その成長発展を支援することを目的として本組合は組成され
ました。 

組 成 日 平成 25 年４月１日 

出 資 額 の 総 額 12,800,000,000 円 

主たる出資者及び出資比率 １．46.88％ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 
※上記以外に 10％以上の出資者はおりません。 
２．3.13％ 株式会社ウィズ・パートナーズ（本組合の業務執行組合員です。）

業 務 執 行 組 合 員 の 概 要 名 称 株式会社ウィズ・パートナーズ 

所 在 地 東京都港区愛宕二丁目５番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役 CEO 安東 俊夫 

事 業 内 容 １．国内外のライフサイエンス（バイオテクノロジ
ー）分野・IT（情報通信）分野などを中心とした
企業に対する投資・育成 

２．投資事業組合の設立及び投資事業組合財産の管
理・運用 

３．経営全般に関するコンサルティング 
４．第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投
資運用業 

資 本 金 １億円 

上場会社と当該ファンド 
と の 間 の 関 係 

上場会社と当該ファ
ン ド と の 間 の 関 係

該当事項はありません。 

上場会社と業務執行
組合員との間の関係

該当事項はありません。 

※当社は、割当予定先であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合及びその業

務執行組合員であるウィズ・パートナーズ及びその代表者が、暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反

社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者調査機関である株式会社ＪＰ＆リサーチコン

サルティングに調査を依頼し、確認を行った結果、反社会的勢力との関係が疑われる旨の該当報告はありませ

んでした。割当予定先の主たる出資者についても、独立行政法人中小企業基盤整備機構については、同機構ホ

ームページの「中小企業基盤整備機構「反社会的勢力に対する基本方針」について」により、反社会的勢力と

は一切関係を持たず、反社会的勢力の不当な要求に対しては組織全体として断固たる姿勢で拒絶し、法的対応

を行う方針である旨確認いたしました。また、他の出資者のうち東京証券取引所に上場する会社については調

査を省略し、未上場企業及び個人については、株式会社ＪＰ＆リサーチコンサルティングに調査を依頼し、確

認を行った結果、反社会的勢力との関係が疑われる旨の該当報告はありませんでした。 

 なお、当社は、割当予定先、割当予定先の業務執行組合員及びその代表者並びに割当先予定先の出資者が暴

力団等とは一切関係がないことを確認している旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。 
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(2) 割当予定先を選定した理由 

当社は、地域や領域を越えたデバッグ事業の成長と、アジア市場への展開を当社グループと共に推進してい

ただける先を割当対象とする第三者割当による資金調達手段を検討して参りました。このような状況のもと、

今回の割当予定先の業務執行組合員であるウィズ・パートナーズから転換社債型新株予約権付社債の投資提案

があり、その検討を進めてきた次第であります。 

本割当予定先であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合は、ウィズ・パー

トナーズが創設したファンドであり、本割当予定先自体は純投資を目的としているものの、その投資手法は経

営に一定の関与をすることにより投資先の企業価値向上(バリュー・アップ)を図ることであります。そのよう

な中、ウィズ・パートナーズは、国内外のライフサイエンス（バイオテクノロジー）分野・IT（情報通信）分

野などを中心とした企業に対する投資・育成を目的に、特にライフサイエンス（バイオテクノロジー）分野へ

の投資実績を残してきております。また、経営状況につきましても、金融商品取引業者（関東財務局（金商）

第 2590 号）に登録されていることに加え、財政面でも有利子負債がなく資本も充実していること等から、独

立系のファンドとして高い信用と安定した経営基盤を持つ会社であると考えております。ウィズ・パートナー

ズの運営するファンドのうち、ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の組成目

的は、同組合契約書によれば、「日本を中心としてアジアにおいて、成長性の高い未公開及び公開企業に対し

て投資を行い、その成長発展の支援を行う」ことであり、当社グループの主力事業であるデバッグ事業は今後

高い成長・発展が見込まれている点及び当社グループの企業価値向上を図る方針のひとつである「地域や領域

を越えたデバッグ事業成長の追求」において、アジア地域への展開がこの組成目的に合致し、また、ウィズ・

パートナーズの投資・育成の投資実績から保有しているノウハウやネットワークが当社グループの成長戦略を

補完できると判断し、本割当予定先を選定いたしました。 

ウィズ・パートナーズからは、当社グループの事業戦略とその推進のための安定資金確保の必要性について

深いご理解をいただいております。加えて、上記「I．株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携 １.業務

提携の理由」に記載のとおり、割当予定先の業務執行組合員であるウィズ・パートナーズ及びその子会社で香

港に設立された Whiz Partners Asia Ltd.は、中国のゲームメーカーと強固なネットワークを保有しており、

またウィズ・パートナーズはその投資先企業のアジアでの事業展開支援において豊富な経験と実績があるため、

当社グループの「中国におけるゲームデバッグ事業」を推進するための事業パートナーとして適切であると判

断いたしました。 

 

(3) 割当予定先の保有方針 

割当予定先であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合は、日本を中心とす

るアジアにおいて、成長性の高い未公開及び公開企業に対して投資を行い、その成長発展を支援することを目

的として組成され、当社に対する投資については、当社グループの「中国におけるゲームデバッグ事業」の展

開を加速させるための資本参加を含む提携等のＭ＆Ａ関連費に充当するほか、同ファンドの業務執行組合員で

あるウィズ・パートナーズを通してアジア各国の企業等との業務提携等、当社の企業価値向上に資する施策の

支援をいただく予定であります。割当予定先は原則として本新株予約権付社債及び本新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の行使により交付される当社普通株式を中長期保有する方針でありますが、提携先の意向、市

場動向、投資家の需要等を勘案しながら売却するとの方針であること、また、単なる投資の回収を目的として

当該当社普通株式を市場で売却するのではなく、当社グループと事業上のシナジー効果が見込まれる先あるい

は当社の安定株主となり得る先への譲渡を可能な限り模索し、資本構成の 適化を通じて、株式市場における

評価を高めていく目標である旨、口頭で確認しております。ただし、割当予定先は、出資者に対する運用責任

を遂行する立場から、市場への影響に十分配慮しつつ、インサイダー取引規制なども考慮した上で、当該当社
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普通株式を市場において売却する可能性があります。割当予定先の業務執行組合員であるウィズ・パートナー

ズは、当社グループの「中国におけるゲームデバッグ事業」等において事業開発に協力する過程において、当

社の重要事実を得る機会が生じることから、当該重要事実が公表されるまでの一定の期間、インサイダー取引

規制に服するため、株式市場での売却機会は限定されているものと当社は考えております。 

割当予定先であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合が、本新株予約権付

社債を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されておりま

す。 

さらに、割当予定先が本新株予約権を行使することによって取得した株式を取引所金融商品市場内取引によ

らない取引で譲渡又は担保提供する結果、当該譲渡又は担保提供の相手方が、その時点における当社の発行済

株式総数の５％以上を保有することになり得る場合には、ウィズ・パートナーズは当社の事前の書面による同

意を得なければならない旨を本投資契約において規定しています。 

 

(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の払込みに要する財

産の存在については、ウィズ・パートナーズから、割当予定先の平成 28 年５月 12 日現在の預金残高が 20 億

円あり、本第三者割当の引受に要する資金を保有していることを預金残高証明書にて確認しており、本新株予

約権付社債の発行に係る払込金額の払込みのための資力は十分であると判断しております。 

 

7. 募集後の大株主及び持株比率 

募集前 募集後 

宮澤 栄一 38.51% 宮澤 栄一 37.26%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 9.33% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 9.03%

株式会社ハーツユナイテッドグループ 6.34% 株式会社ハーツユナイテッドグループ 6.14%

Ａ－１合同会社 5.02% Ａ－１合同会社 4.86%

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＬＯＮＤＯＮ ＣＡＲＥ

ＯＦ ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ

ＴＲＵＳＴ， ＢＯＳＴＯＮ ＳＳＢＴＣ Ａ／Ｃ Ｕ

Ｋ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＣＬＩＥＮＴＳ－

ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

2.76%
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事

業有限責任組合 
3.24%

資産管理サービス信託銀行株式会社 2.17%

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＬＯＮＤＯＮ ＣＡＲ

Ｅ ＯＦ ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ

ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ， ＢＯＳＴＯＮ ＳＳＢＴＣ

Ａ／Ｃ ＵＫ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＣＬ

ＩＥＮＴＳ－ ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

2.67%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1.94% 資産管理サービス信託銀行株式会社 2.10%

ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ Ｊ

ＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） 

（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

1.91% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1.88%

若狹 泰之 1.84%

ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ

ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） 

（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

1.85%

日本生命保険相互会社 0.95% 若狭 泰之 1.78%

（注） 

１． 平成 28 年３月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 

２． 上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。 

３． 割当予定先であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の「募集後」

の持株比率は、割当予定先が本新株予約権付社債の全てを転換し、取得した株式を継続して保有した

場合の数であります。 
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8. 今後の見通し 

 現時点では、平成 28 年５月 13 日付決算短信における平成 29 年３月期の通期連結業績予想に影響はありま

せん。 

  

（参考）当期連結業績予想（平成 28 年５月 13 日公表分）及び前期実績 

（単位：百万円） 

 
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

当期連結業績予想 

（平成29年３月期） 
16,705 2,501 2,508 1,537

前期連結実績 

（平成28年３月期） 
15,011 1,963 1,958 956

 

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本第三者割当は、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと（本新株予

約権付社債がすべて転換された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、東

京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手

続きは要しません。 

 

10. 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

(1) 近３年間の業績（連結） 

 平成 26 年３月期 平成 27 年３月期 平成 28 年３月期 

連結売上高 10,137 百万円 13,285 百万円 15,011 百万円

連結営業利益 1,780 百万円 1,517 百万円 1,963 百万円

連結経常利益 1,788 百万円 1,525 百万円 1,958 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 1,087 百万円 539 百万円 956 百万円

１株当たり連結当期純利益 91.92 円 45.21 円 83.10 円

１株当たり配当金 8 円 17 円 19 円

１株当たり連結純資産 311.26 円 342.60 円 304.76 円

（注）当社は平成 25 年 10 月１日付けで単独株式移転の方法により設立され、平成 26 年３月期の連結財務諸

表は、単独株式移転の方法により完全子会社となった株式会社デジタルハーツの連結財務諸表を引き継

いで作成しております。また、平成 26 年３月期の１株当たり配当金に関しましては、持株会社体制移

行前に株式会社デジタルハーツが実施した中間配当金７円は含んでおりません。 

 

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

 株式数 発行済株式総数に対する比率 

発行済株式数 11,945,400 株 100.0％ 

現時点の転換価格における潜在株式数 － － 
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(3) 近の株価の状況 

① 近３年間の状況 

 平成 26 年３月期 平成 27 年３月期 平成 28 年３月期 

始  値 2,263 円 3,035 円 1,898 円 

高  値 3,570 円 3,085 円 2,937 円 

安  値 1,818 円 1,697 円 1,551 円 

終  値 2,985 円 1,890 円 2,434 円 

（注）当社は平成 25 年 10 月１日付けで単独株式移転の方法により設立されたため、平成 26 年３月期の 高・

低株価は設立後６ケ月間の株価であり、それ以前については、該当事項はありません。 

 

② 近６ヵ月の状況 

 
平成 27 年 

12 月 

平成 28 年 

1 月 
2 月 3 月 4 月 5 月 

始  値 2,044 円 2,813 円 2,500 円 1,855 円 2,450 円 2,470 円

高  値 2,826 円 2,937 円 2,525 円 2,636 円 2,890 円 2,645 円

安  値 2.023 円 1,935 円 1,750 円 1,850 円 2,115 円 2,462 円

終  値 2,818 円 2,405 円 1,829 円 2,434 円 2,567 円 2,543 円

(注)平成 28 年５月の株価については、平成 28 年５月 12 日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 平成 28 年 5月 12 日 

始  値 2,549 円

高  値 2,600 円

安  値 2,515 円

終  値 2,543 円

 

(4) 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項ありません。 

 

11. 発行要項 

 本新株予約権付社債の発行要項につきましては、末尾に添付される別紙「株式会社ハーツユナイテッドグル

ープ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債発行要項」をご参照下さい。 

 

 

以 上 
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株式会社ハーツユナイテッドグループ第 1回無担保転換社債型新株予約権付社債 

発行要項 

 

本要項は、株式会社ハーツユナイテッドグループ(以下「当社」という。)が平成 28 年 5 月 13 日に開催した取締

役会の決議により平成 28年 5月 30日に発行する株式会社ハーツユナイテッドグループ第 1回無担保転換社債型

新株予約権付社債にこれを適用する。 

 

１. 募 集 社 債 の 名 称 株式会社ハーツユナイテッドグループ第1回無担保転換社債型新株予約権付

社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、

新株予約権のみを「本新株予約権」という。) 

２． 募 集 社 債 の 総 額 金 1,017,200,000 円(額面総額 1,017,200,000 円) 

３． 各 募 集 社 債 の 金 額 金 25,430,000 円の 1種 

４． 各募集社債の払込金額 金 25,430,000 円(額面 100 円につき金 100 円) 

５． 各新株予約権の払込金額 本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

６． 新株予約権付社債の券面 本新株予約権付社債券は発行しない。 

   なお、本新株予約権付社債は会社法第 254 条第 2項本文及び第 3項本文の定

めにより本社債又は本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできな

い。 

７． 利 率 本社債には利息を付さない。 

８． 申 込 期 日 平成 28 年 5 月 30 日 

９． 申 込 取 扱 場 所 株式会社ハーツユナイテッドグループ 人事総務本部 

10. 本 社 債 の 払 込 期 日 平成 28 年 5 月 30 日 

11. 本新株予約権の割当日 平成 28 年 5 月 30 日 

12. 募集の方法 

第三者割当の方法により、本新株予約権付社債の全部をウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投

資事業有限責任組合に割り当てる。 

13. 物上担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保

されている資産はない。 

14. 社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第702条ただし書及び会社法施行規則第169条の要件を充たすものであり、

社債管理者は設置されない。 

15. 財務上の特約 

(1) 担保提供制限 

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後に当社が今後国内で発行する

他の転換社債型新株予約権付社債(会社法第 2条第 22 号に定められた新株予約権付社債であって、会

社法第 236 条第 1項第 3号の規定に基づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債

を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。)に担保付社債信託法に基づき担

保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも同法に基づき同順位の担保権を設定する。

当社が、本新株予約権付社債のために担保権を設定する場合には、当社は、直ちに登記その他必要な

手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第 41 条第 4項の規定に準じて公告する。 

別 紙 
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(2) その他の条項 

本新株予約権付社債には担付切換条項等その他一切の財務上の特約は付されていない。 

16. 償還の方法 

(1) 本社債は、平成 33 年 5 月 28 日(以下「償還期限」という。)にその総額を額面 100 円につき金 100

円で償還する。 

(2) 当社は、平成 30 年 5 月 30 日以降、平成 33 年 5 月 27 日までの期間、その選択により、本新株予約

権付社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)に対して、償還すべき日(償還期限より前の日と

する。)の 2週間以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、以下に記載の割合を残存する

本新株予約権付社債の全部又は一部の額面金額に乗じた金額で繰上償還することができる。 

① 平成 30 年 5 月 30 日から平成 31 年 5 月 29 日までの期間： 101.5％ 

② 平成 31 年 5 月 30 日から平成 32 年 5 月 29 日までの期間： 103.0％ 

③ 平成 32 年 5 月 30 日から平成 33 年 5 月 27 日までの期間： 104.5％ 

(3) 本社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、平成 33 年 5 月 27 日までの期間、その選択により、

償還すべき日の 15 営業日前までに事前通知を行った上で、当該通知により指定した償還日(償還期

限より前の日とする。)に、以下に記載の割合をその保有する本新株予約権付社債の全部又は一部の

額面金額に乗じた金額で繰上償還することを当社に請求する権利を有する。 

① 平成 28 年 5 月 30 日から平成 30 年 5 月 29 日までの期間： 105.0％ 

② 平成 30 年 5 月 30 日から平成 33 年 5 月 27 日までの期間： 100.0％ 

(4) 本項に基づき本新株予約権付社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日

にこれを繰り上げる。 

17. 期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合は、本社債について期限の利益を喪失する。当社は、本社債について期限の利益を喪

失した場合、本社債権者に対し直ちにその旨を公告する。 

(1) 当社が、いずれかの本社債につき、本要項第 15 項第(1)号又は第 16 項の規定に違背し、30 日以内に

その履行をすることができないとき。 

(2) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすること

ができないとき。 

(3) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはそ

の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ

の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が 1 億円を超えない場

合はこの限りではない。 

(4) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをし、

又は取締役会において解散(新設合併若しくは吸収合併の場合で、本新株予約権付社債に関する義務

が新会社若しくは存続会社へ承継され、本社債権者の利益を害さないと認められる場合を除く。)の

決議を行ったとき。 

(5) 当社が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定若しくは会社更生手続開始決定又は特別清算開

始の命令を受けたとき。 

(6) 当社の事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押若しくは仮処分がなされたとき、競売(公売

を含む。)の申立てがあったとき若しくは滞納処分としての差押えがあったとき、又はその他の事由

により当社の信用を著しく害する事実が生じたとき。 

18. 本社債に付する新株予約権の数 

各本社債に付する本新株予約権の数は 1個とし、合計 40 個の本新株予約権を発行する。 
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19. 本新株予約権の内容 

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数の算定方法 

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使請求により当社が当

社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(当社普通株式の発

行又は処分を以下「交付」という。)する数は、行使請求に係る本新株予約権に係る本社債の払込金

額の総額を本項第(3)号記載の転換価額(ただし、本項第(4)号乃至第(8)号の定めるところに従い調整

された場合は調整後の転換価額)で除して得られる 大整数とする。ただし、行使により生じる 1 株

未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価

額はその払込金額と同額とする。 

(3) 転換価額 

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる 1 株当たりの

額(以下「転換価額」という。)は、2,543 円とする。 

(4) 転換価額の調整 

当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、本項第(5)号に掲げる各事由により当社の発行済普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額

調整式」という。)をもって転換価額を調整する。 

 
調整後 

転換価額 

 

＝ 

 

調整前 
転換価額 

 

× 

既発行
株式数

 

＋

交付株式数 ×
1株当たりの 
払込金額 

時 価 

既発行株式数  ＋  交付株式数 

(5) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、

次に定めるところによる。 

① 本項第(7)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社

の保有する当社普通株式を処分する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権

付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引

換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付

されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。) 

調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の 終

日とする。以下同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合 

調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力

発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通

株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これ

を適用する。 

③ 本項第(7)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に

取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若し

くは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合 

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付された

ものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条

件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を適
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用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行され

る場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定

めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権

付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時

点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は

行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものと

し、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 

④ 本号①乃至③の各取引において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株

主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、

当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1

株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。なお、株式の交付については本項第(17)

号を準用する。 

 

 

 

 

(6) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が 1 円未満に留ま

る限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発

生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額か

らこの差額を差し引いた額を使用する。 

(7) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ 45 取引日

目に始まる 30 取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円

位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を四捨五入する。 

③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の

1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株

式を控除した数とする。 

(8) 本項第(5)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本社債権

者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、合併、会社法第 762 条第 1項に定められた新設分割、会社法第 757 条に定められた

吸収分割、株式交換又は株式移転のために転換価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の

調整を必要とするとき。 

③ 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とす

るとき。 

④ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算

出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

 

株式数＝ 

(調整前転換価額 －調整後転換価額)×
調整前転換価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後転換価額 
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(9) 本項第(4)号乃至第(8)号により転換価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその

旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を当

該適用開始日の前日までに本社債権者に通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行う

ことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

(10) 本新株予約権を行使することができる期間 

平成 28 年 5 月 30 日から平成 33 年 5 月 27 日までとする。ただし、①当社の選択による本新株予約権

付社債の繰上償還の場合は、償還日の前営業日まで、②期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の

喪失時まで、③本社債権者の選択による本新株予約権付社債の繰上償還の場合は、償還日の前営業日

までとする。上記いずれの場合も、平成 33 年 5 月 28 日以降に本新株予約権を行使することはできな

い。 

(11) その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

(12) 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

取得の事由及び取得の条件は定めない。 

(13) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 1株の発行価格 

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式 1株の発行価格は、行使に係る本社債の払込金

額の総額を、本項第(1)号記載の株式の数で除した額とする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17 条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果１円未満

の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、本新株予約権の行使により株式

を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本

金の額を減じて得た額とする。 

(14) 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由及び転換価額の算定理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はでき

ず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予

約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本要項及び割当予定先との間で締結する予定の契

約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを

基礎として独立した第三者機関の評価報告書の新株予約権に関する評価結果及び本社債の利率、繰上

償還、発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権

と引換えに金銭の払込みを要しないこととし、当初の転換価額は 2,543 円とした。 

(15) 新株予約権の行使請求の方法 

本新株予約権を行使請求しようとする本社債権者は、当社の定める行使請求書に、行使請求しようと

する本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印し

た上、本項第(10)号記載の行使期間中に、本項第(18)号記載の行使請求受付場所に提出しなければな

らない。 

(16) 新株予約権行使の効力発生時期 

行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全部が本項第(18)号記載の行使請求受付場所に到着した

日に発生する。 

(17) 株式の交付方法 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第 130 条第
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1 項及びその他の関係法令に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該新

株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。 

(18) 本新株予約権の行使請求受付場所 

株式会社ハーツユナイテッドグループ 人事総務本部 

東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー34 階 

20. 償還金支払事務取扱者(償還金支払場所) 

 株式会社三菱東京UFJ銀行 笹塚支店 

21. 本社債権者に通知する場合の公告の方法 

本社債権者に対して公告する場合は、当社の定款所定の方法によりこれを公告する。ただし、法令に別段

の定めがある場合を除き、公告の掲載に代えて各本社債権者に直接書面により通知する方法によることが

できる。 

22. 社債権者集会に関する事項 

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも 3週間前に本社債の

社債権者集会を開く旨及び会社法第 719 条各号所定の事項を公告する。 

(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

(3) 本社債総額(償還済みの額を除く。)の 10 分の 1 以上を保有する本社債権者は、会議の目的たる事項

及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本社債の社債権者集会の招集を請求することがで

きる。 

23. 費用の負担 

以下に定める費用は、当社の負担とする。 

(1) 第 21 項に定める公告に関する費用 

(2) 第 22 項に定める社債権者集会に関する費用 

24. 譲渡制限 

本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。 

25. その他 

(1) その他本新株予約権付社債の発行に関して必要な事項は当社代表取締役社長 CEO に一任する。 

(2) 本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 

(3) 会社法その他の法律の改正等により、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当

社は必要な措置を講ずる。 

 

 


